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　市では、市内経済及び市民生活の安定化を図るため、市内の施工業者によって、個人住宅のリフォー
ム工事を行う市民に対する補助制度を、昨年度に引き続き実施しています。
○リフォーム工事の定義
　 　住宅の修繕・改築・増築・模様替え・耐震工事等（火災・風水害震災・その他の自然災害による場

合を除く）
　※東日本大震災による修繕工事は対象となりません。
○補助対象住宅
　・市民が市内に所有する個人住宅
　・市民が市内に所有する併用住宅のうち個人住宅部分
○補助対象工事（次のすべてに該当）
　・着工前のリフォーム工事
　・消費税を除いた工事費が20万円以上
　・市内に住所及び事業所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人が行う工事
　・4月1日以降の交付決定後に着工し、翌年3月末日までに完了する工事
○補助額
　・20万円以上100万円未満の工事　…　10％以内の額（千円未満切り捨て）
　・100万円以上の工事　　　　　　…　10万円以内
○補助対象者（次のすべてに該当）
　・市内に住所を有する方
　・補助対象住宅に3年以上居住している方
　・補助対象住宅の所有者の方
　・市税等を滞納していない方
　・過去にこの補助を受けていない方
　・過去に市で実施している他の同様の補助を受けていない方
○申請手続
　 　補助金申請書に記入・押印し、必要書類を添え、申請者または代理人が本庁商工観光課へ提出して

ください。
　※申請は必ず着工前に行ってください（着工後の申請は受け付けできません）。
　※ 工事終了後、補助事業が完了した日から起算して20日以内、または翌年3月末日までのいずれか早

い日までに、添付書類を添えて実績報告書を提出してください。
申請・問 本庁 商工観光課商工労働Ｇ　☎52-1111　内線275

　平成29年4月1日以降出産(出生)した方を対象に、ママの産後1か月健康診査及び赤ちゃんの生後1か
月児健康診査に係る費用の助成をします。
○妊婦・産婦・乳児健康診査の助成
　　　妊婦一般健康診査 14回分
　【新】産後１か月健康診査 1回分
　【新】生後１か月児健康診査 1回分
　　　乳児一般健康診査 1回分
○交付方法
　①平成29年4月1日以降に妊娠届出をした方
　　親子（母子）健康手帳交付時に上記健康診査受診票を交付します。
　②平成29年3月31日以前に妊娠届出をした方
　　順次、上記【新】健康診査受診票を郵送します。
○受診方法
　 　事前に県内の医療機関等に予約のうえ、健康診査受診票と親子（母子）健康手帳を添えて、窓口へ提

出してください。
　※ 県外の医療機関等では使用できません。県外で受診を希望される方は、受診の前にお問い合せくだ

さい。
申込・問 かがやき 健康推進課健康推進G　☎54-7121
　　　　山支 ☎57-2121(代表)　美支 ☎58-2111(代表)
　　　　緒支 ☎56-2111(代表)　御支 ☎55-2111(代表)

平成29年度住宅リフォーム資金補助金制度について

産後１か月健康診査及び生後１か月児健康診査費用の助成をします


